
郡山市立緑ケ丘中学校 部活動運営方針

１ 目標
○ 自発的・自治的な活動を促進し、自分たちの力で学校生活を豊かで充実したものに
しようとする自主的な態度を養う。

○ 同じ興味関心を持つ者同士が集まって、目標を共有し、協力し合い活動することに
よって望ましい人間関係を構築する。

○ 生徒相互及び生徒と教員の、温かでけじめのあるふれあいを通して、人間性豊かで
礼儀正しい生徒を育てる。

２ 休養日のルール：活動日は上限で週５日間
○ 全市一斉の部活動休養日
・第３日曜日（家庭の日）
・お盆期間（８月１３日から１６日）
・年末年始期間（１２月２９日から１月３日）

○ 平日に１日以上の休養日を設定する。
・体育館をローテーションで使用しているため、全校一斉の休養日は設定しないで、
各部で１日以上の休養日を設定する。

○ 原則週休日（土・日）に１日以上の休養日を設定する。
・週休日に２日間にわたって大会やコンクール等のために活動した場合は、翌週の平
日に週休日分の休養日を必ず設ける。

○ 長期休業中は、原則週休日を休養日とする。
○ 学校としてあらかじめ設定した部休日は、部活動の休養日として計上する。
○ 今後運用していく中で生じる諸課題については、ケースに応じて関係職員で協議し、
校長が判断する。

３ 活動時間のルール
○ 授業日は実活動２時間以内とする。帰りの短学活終了２０分後より活動開始とする。
・４月～９月 ６校時：１６：２０～１８：２０（完全下校１８：３５）

５校時：１５：２０～１７：２０（完全下校１７：３５）
・１０月～３月 ６校時：１６：２０～１７：４５（完全下校１８：００）

５校時：１５：２０～１７：２０（完全下校１７：３５）
※４５分授業日等は、その日の時程に応じて終了時間を繰り上げる。
※４月から９月まで、男女バスケットボール部と女子バレーボール部・剣道部は、
月曜と金曜に限り、前後半の２部制で体育館を使用する。

○ 週休日や祝日、長期休業日は実活動３時間以内とする。
・対外（練習）試合・講習会等で、終日にわたって活動する場合は、翌週の平日に休
養日を必ず１日確保する。

４ 年間行事予定に位置づける部休日
○ 入学式、卒業証書授与式、修了式、始業式、終業式の日
○ 定期テスト３日前、成果テスト・実力テスト前日

５ その他のルール
○ 朝の練習は、原則行わない。ただし、特設駅伝部については４月から大会当日まで、
時間を決めて活動する。

６ 実施計画及び報告について
○ 各部の顧問は、月の活動計画を前月２５日までに作成し、校長の承認を得る。
○ 各部の活動計画を集約し、一覧表にまとめて全職員に周知するとともに、保護者に
配付する。

○ 各部の顧問は、活動計画からの変更点を朱書き訂正し、校長に実施状況を報告する。


